給与天引きに関する同意書
（貸付金返済）
	　　　　　　　　年　　月　　日
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿
所　属　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　㊞
　私は、貴社との金銭消費貸借契約に基づく貸付金について、下記のとおり、毎月の給与および賞与から当該返済金額を控除（天引き）することに同意いたします。
記
第1条（貸付金の内容）
	貸付金額
	金　　　　　　　　　　円（うち利息　　　　　　　円）

	貸付日
	　　　　年　　月　　日

	年利率
	年　　．　　％（無利息の場合は「無利息」と記載）

	返済方法
	毎月の給与から　　　　　　　円ずつ、賞与から　　　　　　円ずつ控除

	返済期間
	　　年　　月から　　年　　月まで（合計　　回）

	資金使途
	□ 住宅資金　□ 生活資金　□ 教育資金　□ その他（　　　　　　）


第2条（控除の方法）
1. 控除は、第1条に定める返済額の範囲内で、毎月の給与支給日および賞与支給日に行うものとします。
2. 当月の控除額が給与または賞与の額を超える場合は、控除しうる範囲内とし、不足額は翌月以降に繰り越します。
第3条（退職・休職時の取扱い）
1. 私が退職する場合、残債務全額を、退職時に支給される給与・賞与・退職金から一括して控除することに同意します。
2. 上記によっても残債務が完済されない場合、別途貴社と協議のうえ、速やかに返済いたします。
第4条（自由意思に基づく同意）
私は本同意書の内容について十分な説明を受け、理解したうえで、自由な意思に基づき本書に署名（記名押印）したことを確認します。本同意は、私の書面による申出により撤回できるものとし、撤回後は、貴社と協議のうえ別途返済方法を定めます。

【ご利用にあたっての注意事項】
1. 本書式は一般的な記載例を示したもので、法律的アドバイスを提供するものではありません。実際の使用にあたっては、貴社の社内規程・労使協定の内容、貸付金の性質・金額・労働者の状況等を踏まえ、必要に応じて社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
1. 給与から法定控除（所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料等）以外の項目を控除するには、本同意書（個別同意）に加え、労働基準法第24条第1項但書に基づく書面による労使協定の締結が必要です。実務上は就業規則への規定の明記もあわせて行うことが推奨されます。
1. 1回あたりの控除額は、原則として民事執行法第152条第1項の趣旨を踏まえ、所得税・住民税・社会保険料等の法定控除後の手取り賃金の4分の1を超えない範囲で設定してください（手取り月額44万円超の場合は33万円を超える部分が控除可能となりますが、生活への影響を十分考慮してください）。
1. 労働者の自由な意思に基づく合意であると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要です（最高裁判例：日新製鋼事件・最高裁第二小法廷判決平成2年11月26日）。同意取得の経緯（説明内容・本人による記入等）を記録に残してください。
1. 法令改正および判例の変更により本書式の内容が現行と一致しなくなる可能性があります。ご利用時点で最新情報をご確認ください。本書式の使用により生じたいかなる損害についても、株式会社マネーフォワードは一切の責任を負いません。
